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大分民主商工会

２
０
２
１
年

９
月

　

11
日　

県
婦
協
幹
事
会

　

13
日　

婦
人
部
ヨ
ガ
教
室

　
　
　
　
　

県
青
協
幹
事
会

　

21
日　

な
ん
で
も
相
談
会

　

22
日　

財
政
委
員
会

　

24
日　

消
費
税
を
な
く
す
会

　
　
　
　
　

街
宣
・
常
任
世
話
人
会

　

28
日　

青
年
部
会

　
　

毎月第３月曜日

なんでも相談会

　

８
月
30
日
、
大
分
東
部

公
民
館
に
て
イ
ン
ボ
イ
ス
の

学
習
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

一
年
半
以
上
も
続
く
コ
ロ
ナ

禍
の
中
で
、
さ
ら
に
中
小

零
細
業
者
の
経
営
を
苦
し

め
る
こ
と
に
な
る
イ
ン
ボ
イ

ス

（
適
格
請
求
書
等
保
存
）

方
式
に
対
す
る
怒
り
を
周

り
の
人
に
広
げ
て
延
期

・

中
止
に
追
い
込
み
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

参
加
者
か
ら
も
、

「
国
は
中
小
零
細
業

者
の
こ
と
な
ん
か
考

え
て
い
な
い
」
「
コ
ロ

ナ
禍
の
中
で
始
め
る

の
は
お
か
し
い
」
と

怒
り
が
滲
み
ま
す
。

　

ま
た
、
「
免
税
業

者
で
イ
ン
ボ
イ
ス
の

番
号
を
持
っ
て
な
い

と
税
務
調
査
の
時
に

経
費
を
見
て
く
れ

な
い
の
で
は
」
と
誤

解
を
し
て
い
た
方
も

い
ま
し
た
。
や
は
り

学
習
を
広
め
て
い
か

な
く
て
は
い
け
な
い

こ
と
を
再
認
識
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
回
は
、
大
分
県
か
ら

不
要
不
急
の
外
出
自
粛
要

請
が
出
さ
れ
て
い
る
中
で

の
開
催
で
、
参
加
を
見
合

わ
せ
た
方
も
お
ら
れ
た
と

思
い
ま
す
。
時
期
を
見
て

学
習
会
を
開
い
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の

時
は
是
非
、
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

　

大
分
税
務
署
か
ら
今
年

も
収
支
内
訳
書
の
督
促
状

が
届
き
ま
し
た
。
文
章
に
は
、

９
月
14
日
ま
で
に
提
出
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

税
務
署
の
総
務
課
長
に
は

間
に
合
わ
な
い
旨
と
請
願

行
動
を
す
る
こ
と
は
伝
え

て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
大
分
民
商
三
役

で
税
務
署
に
申
し
入
れ
に

行
き
、
『
な
ぜ
収
支
内
訳

書
の
提
出
を
強
要
す
る
の

か
。
な
ぜ
出
さ
な
い
の
か
』

を
し
っ
か
り
学
習
す
る
場

所
を
作
り
ま
す
。
そ
こ
で

学
習
し
て
税
務
署
へ
の
請
願

行
動
を
し
ま
す
。
是
非
、

ご
参
加
し
て
い
た
だ
く
よ

う
、
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
ま
わ
り
に
困
っ
て

い
る
業
者
の
方
が
い
た
ら
、

是
非
、
「
民
商
に
い
き
よ
」

と
声
掛
け
を
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
う
い
う
大
変
な
時

だ
か
ら
こ
そ
、
全
て
の
自

営
業
者
は
力
を
合
わ
せ
て

乗
り
越
え
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

総
選
挙
で
、
力
を
合
わ
せ

て
政
治
を
変
え
、
暮
ら
し

や
す
い
世
の
中
に
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　

左
記
に
表
示
し
て
あ
る

各
種
申
請
も
使
え
る
も
の

は
使
っ
て
商
売
を
続
け
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

★
婦
人
部

　

パ
ソ
コ
ン
・
記
帳
会

　
　
　
　
　
　

毎
週
水
曜
日

★
毎
週
火
曜
日

　
　

会
員
訪
問
デ
ー

一
人
で
も
多
く
の
ご
参
加
を
！

今
年
も
収
支
内
訳
書
の

督
促
状
が
来
ま
し
た

一人で悩まずに相談を

9 月のなんでも相談会は 20 日（月）が祝日の為、

21 日（火）になります。急ぎの相談がある方は、

近くの役員か民商まで連絡ください。

18：30 ～ 19：00（時間内に来館できない方はお電話下さい）

　今年の８月または９月の売上が前年、 前々年同月比で 30％以上減少して
いる事業者で、 国の月次支援金、 県の時短要請協力金を受けていない人
が対象です。 まだ申請開始は発表されていません。
　　　　　　　　　　　　　　　       　　（法人上限 30 万円 ・ 個人上限 15 万円）

　７、 8 月は緊急事態措置やまん延防止等重点措置が出ている地域からの旅
行客が 50％以上減っている地域に大分県が入っているので、 旅行関連業者は
申請することができます。 （法人上限 20 万円 ・ 個人上限 10 万円）

　今年の 6 月から 9 月までのいずれかの月の売上が、 令和元年、 令和 2 年
の同月の売上から 50％以上減少している。 または、 今年の 6 月から 8 月、 ７
月から 9 月までの 3 ヶ月売上と令和元年、 令和 2 年の同 3 ヶ月の売上から
30％以上減少している。 いずれかが対象になります。

　今年の 5 月の売上が、 令和元年、 令和 2 年の 5 月の売上から 50％以上
減少している。 または、 今年の 3 月から 5 月までの 3 ヶ月の売上と令和元年、
令和 2 年の同 3 ヶ月の売上から 30％以上減少している。 いずれかが対象にな
ります。

7 月分の月次支援金の申請期間は 2021 年 8 月 1 日～ 9 月 30 日です。

8 月分の月次支援金の申請期間は 2021 年 9 月 1 日～ 10 月 31 日です。

詳しくは、 今年の月毎の売上と過去２年分の資料を準備して民商までご連絡ください。

事業継続支援金 （第２期）

イ
ン
ボ
イ
ス
学
習
会

学
習
し
て
怒
り
を
伝
え
る

インボイス学習会の様子

一人で悩まずに相談を

　新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、時短・休業要請に応え
た飲食店等は、協力金を申請することができます。給付金額等は前
回と同じです。きちんと時短・休業のお知らせを入口に貼って写真
をとっておいてください。

第３期　8/20 ～ 9/12 （分）
まだ、 申請開始は発表されていません。

前回 （１、 ２期） の申請フォームが変わる様なので気を付けてください。

大分県時短要請協力金

月次支援金

大分市家賃応援金

大分市上下水道免除


